
奈
良
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

な
お
、
平
成
二
十
九
年
十
月
奈
良
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号
（
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で

あ
る
旨
の
通
知
）
及
び
平
成
二
十
九
年
十
一
月
六
日
付
け
奈
良
県
公
報
第
二
千
九
百
三
十
一
号
登
載
の

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日
付
け
奈
良
県
公
報
第
二
千
九
百
二
十
七
号
正
誤
表
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

奈
良
市
大
保
町
二
四
六
の
三
・
二
四
七
の
二
・
二
五
五
の
二
・

二
五
五
の
三
・
五
三
五
の
二
・
五
三
六
の
二
・
五
三
七
の
二
・
五
三
八
の
一
・
五
三
八
の
二
・
五
三

九
の
二
・
五
四
〇
・
五
四
二
の
二
・
五
四
四
の
二
・
五
六
九
の
三
・
五
六
九
の
四
・
五
七
〇
の
二
・

五
八
九
の
二
・
五
八
九
の
三
・
五
九
二
の
二
・
六
三
六
の
四
（
以
上
二
十
筆
国
有
林
）
、
六
一
八
、

六
三
六
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め
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